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１．障害福祉サービス等における共通的事項 

 

（１）加算等の届出 

（加算等の届出） 

問１ 加算に係る届出については、毎月 15 日までに行わなければ翌月から算

定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例

はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」につい

ても、特例の措置はあるのか。 

（答） 

 令和３年４月１日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている

にも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和３年４月中に

届出が受理された場合に限り、４月１日に遡って、加算を算定できる取扱いとす

る。 

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を４月中に提出された場

合も、４月１日に遡って適用する。 

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道

府県による柔軟な設定を行って差し支えない。 

 

※ 本特例は令和３年４月１日から施行される制度に関する事項に限定されるも

のであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。 

 

（２）障害福祉サービス等における横断的事項 

（地域生活支援拠点等・運営規程） 

問２ 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等（居宅介護・重

度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・自立生活援助・

地域定着支援に限る。以下、同じ。）が地域生活支援拠点等である場合に算

定される加算について、運営規程において市町村により地域生活支援拠点

等として位置付けられていることを定めていることが要件になっている

が、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをど

のように確認すればよいか。 

（答） 

 地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が

地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等

に確認されたい。 

 なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活

支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。 
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（地域生活支援拠点等・加算の対象者） 

問３ 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等が地域生活支援

拠点等である場合に算定される加算について、Ａ市町村により地域生活支

援拠点等として位置づけられている事業所を、Ｂ市町村に居住する者が利

用する場合についても算定は可能か。 

（答） 

算定することが可能である。 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①） 

問４ 令和６年３月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が

認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。 

（答） 

 「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村

が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的

やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサポーターの養成

を目的とした研修であると認める研修が該当する。 

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、単なる

ピアサポーターに関する講演については認められないこと。 

また、自治体や民間団体が実施するピアサポーターの養成を目的とした研修の

例は、以下を参照されたい。（対象として認められる研修は以下に限定されるもの

ではなく、研修の実施要綱等により、研修の目的やカリキュラム等を確認の上、

個別に判断すること。） 

（参考１）自治体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業において実施したピアサポーター養成研修

（都道府県、指定都市、中核市） 

・精神障害者関係従事者養成研修事業における精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修において

実施したピアサポーター養成研修（都道府県） 

 

（参考２）厚生労働科学研究において実施したピアサポーターを養成することを目的とした研修 

・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」において実施したピアサポーター養

成研修 

・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研

究」において実施した講師・FT（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）養成研修又はピアサポーター養成研修 

  

（参考３）民間団体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例 

・一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修 

・全国自立センター協議会が実施するピアカウンセリング講座（集中講座・長期講座等） 等 
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（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置②） 

問５ 令和６年３月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が

認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算

を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」にお

ける基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。 

（答） 

 経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地

域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を

修了する必要がある。 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置③） 

問６ ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置して

いる事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が

得られない場合の加算の算定の取扱如何。 

（答） 

ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対

して事業所選択の重要な情報として知ってもらうために公表することをピアサポ

ート体制加算の算定要件としているものであるが、公表の趣旨を障害特性に配慮

しつつ丁寧に説明を行った上で、ピアサポーターから同意が得られない場合にお

いては、公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピ

アサポーターを配置している旨を説明することを前提とした上で算定することと

して差し支えない。 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・障害種別） 

問７ ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とす

る主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。 

（答） 

算定することが可能である。 

 

（医療連携体制加算①） 

問８ 医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書

により契約を締結することが必要か。 

また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定していて、看

護職員の範囲はどのように考えればよいか。 

（答） 

医療機関等と文書による契約を締結することとする。 

「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護
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